ものがたり観光行動学会　投稿研究論文等　審査要領
【2011.11.30改訂版】

１．この審査要領は，ものがたり観光行動学会誌(以下では「本誌」という)に投稿された研究論文及び研究ノートの掲載の可否を審査する(以下では「本審査」という)要領を定める。

２．本審査は，会長が指名し理事会が承認した，編集委員若干名から構成する編集委員会によって行う。

３．編集委員会には会長が指名した編集委員長をおき，投稿された研究論文及び研究ノートについて審査にあたる。
４．審査の判定は，A.「採択」，B.「微細な修正を行えば掲載可」，C.「修正の上、再審査」，D.「不採択」の4段階で行う。

５．本審査では，編集委員の審査結果が「採択」(「微細な修正を行えば掲載可」となったものが修正されたものを含む)となった場合に学会誌掲載することとし，評価が分かれた場合は，編集委員長の可否判断によってこれを採択する。

６．本審査では，以下に定める６つの評価の観点に基づき，その総合評価によって評価を決定する。
評価１　独創性：著者の独自の新しい考えや発想に基づき，学術的研究として独断的な内容
ではないこと。
評価２　論理性：公知の事実や先行研究または既知のことから容易に導きうる内容ではなく，

著者が論理的に検討した結果導き出された内容であること。

評価３　有用性：ものがたり観光やその行動について，改善や発展に有益であり研究成果と
して高い価値を有すること。

評価４　信頼性：データ・資料の収集やその処理において正確であり，理論構成や理論展開
に妥当性を有していること。
評価５　先行研究への論及：先行研究を踏まえたものになっており，「注および参考文献」の
記載が適切であること。
評価6　形式：文章表現が簡潔でわかりやすく，用語等が統一され，表題および要旨が内容
に即して適切であること。図版，表がわかりやすく，その印刷指定が適切であること。また，

原稿分量が執筆要領に照らして適切であること。
７．本審査要領に定めのないものは編集委員会の審議によって決定する。

